
●
消
費
者
は
、
商
品
に
つ
い
て
必

要
な
情
報
を
得
た
り
、
適
正
な
表

示
に
よ
っ
て
自
由
に
選
択
で
き
る

権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。

●
安
全
で
快
適
な
消
費
生
活
を
実

現
す
る
た
め
市
・
事
業
者
・
消
費

者
そ
れ
ぞ
れ
に
責
務
が
あ
り
ま
す
。

▼
市
は
、
経
済
社
会
の
発
展
に

即
応
し
た
施
策
を
講
じ
ま
す

▼
事
業
者
は
、
消
費
者
の
権
利

を
尊
重
し
、
危
害
の
防
止
や
適

正
な
表
示
に
努
め
ま
す
　

▼
消
費
者
は
、
進
ん
で
消
費
生

活
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
、

自
主
的
で
合
理
的
な
行
動
に
努

め
ま
す

●
健
康
で
文
化
的
な
生
活
に
良
好

な
環
境
は
不
可
欠
で
す
。
消
費
生

活
が
環
境
に
配
慮
し
て
営
ま
れ
る

よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
定
め

て
い
ま
す
。

●
市
は
、
事
業
者
が
販
売
の
意
図

を
隠
し
た
り
、
誤
解
を
招
く
よ
う

な
情
報
を
提
供
し
た
り
し
て
商
品

を
販
売
す
る
こ
と
を
不
適
正
な
取

引
行
為
と
し
て
指
定
し
ま
す
。
ま

た
、
事
業
者
は
こ
れ
ら
の
取
引
行

為
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

●
事
業
者
は
、
消
費
者
に
危
害
を

及
ぼ
す
よ
う
な
商
品
を
供
給
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

●
事
業
者
は
、
商
品
の
品
質
や
価

格
な
ど
を
不
適
正
に
表
示
し
た
り
、

消
費
者
を
誤
認
さ
せ
る
包
装
を
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

●
市
は
、
事
業
者
に
対
し
て
立
入

調
査
が
で
き
る
ほ
か
、
指
導
・
勧

告
、
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
市
は
、
消
費
者
な
ど
か
ら
の
相

談
や
苦
情
に
、
適
切
か
つ
迅
速
に

対
応
し
、
解
決
に
必
要
な
あ
っ
せ

ん
や
調
停
も
行
い
ま
す
。
そ
の
他
、

消
費
者
に
対
し
て
訴
訟
費
用
を
貸

し
付
け
た
り
、
訴
訟
に
必
要
な
資

料
を
提
供
し
た
り
す
る
訴
訟
援
助

も
行
い
ま
す
。

「安全で快適な生活をおくり
たい」という生協の目的と消費
生活条例は共通する部分が多い
ですね。こうした市民の生活を
サポートする条例の制定は喜ば
しいことです。
私たちは、以前から環境問題

に関心を持ち、リサイクル活動
を進めてきました。省資源化や

ごみの減量は、消費生活に深い関係があると考
えるからです。買い物袋持参運動や牛乳パック
のリサイクル、食品のトレー回収を行い、再利
用をはかっています。環境問題に限らず、行
政・事業者・消費者それぞれが気をつけて、実際
の行動をおこしていきたいですね。

目
的
は
安
全
で
快
適
な

消
費
生
活
の
実
現
で
す
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訪
問
販
売
で
商
品
を
買
っ
て
、「
し
ま
っ

た
！
」
と
思
っ
て
も
、
あ
き
ら
め
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
制
度
が
あ
り
ま
す
。

「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
」
と
は
、
一

定
の
期
間
内
（
訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
で
は

八
日
間
）
で
あ
れ
ば
、
消
費
者
が
事
業
者
と

の
間
で
結
ん
だ
契
約
を
無
条
件
に
解
除
で
き

る
制
度
の
こ
と
で
す
。

契
約
解
除
の
通
知
は
、
書
面
で
行
い
ま
す
。

内
容
証
明
郵
便
が
最
も
確
実
で
す
が
、
簡
易

書
留
の
は
が
き
（
両
面
を
コ
ピ
ー
し
て
と
っ

て
お
く
）
を
出
す
方
法
も
あ
り
ま
す
。
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
を
す
る
と
、
す
で
に
支
払
っ

た
お
金
も
全
額
返
還
さ
れ
ま
す
。
損
害
賠
償

や
違
約
金
も
い
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
対
象

と
な
ら
な
い
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

▲はがき(簡易書
留)でクーリン
グ・オフする
場合の記載例

条例は心強い味方です

私たちにとって一番身近な秋
田市に消費生活条例ができて、
たいへん心強く感じています。
条例では、消費者は自己責任を
伴う権利主体として位置づけら
れています。ただ単に守られる
だけではなく、自ら進んで勉強
し、賢い消費者になる必要があ
ると思いました。一人でも多く
の市民に知ってもらえるように
パンフレットを各家庭に配った
らいいと思います。

声消費生活条例
私たちはこう考えます

秋田市消費者モニ
ターの佐藤育子さ
ん（桜ガ丘三丁目）

見る目を養っていきたい

条例があるから安心して相談
できそうです。これからの消費
者は、権利ばっかり主張しない
で、主張に基づいた責任を果た
していくべきですね。私自身ト
レーの回収に協力したりしてい
ますが、消費生活への関心はま
だまだ低いと思います。悪質な
事業者に対しても「必要ありま
せん！」とはっきり言えるよう、
モノを見る目を養っていきたい
です。

小玉真知子さん
（新屋勝平台）

関心だけでなく行動に移して

秋田市民生協常務
の佐々木正昭さん

環
境
に
配
慮
し
ま
す

表
示
の
適
正
化
を

は
か
り
ま
す

秋田市民生協では、牛乳パッ
クや食品のトレーを回収して
リサイクルをすすめています

知
っ
て
い
ま
す
か
？

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度

秋田市消費者センター

悪質商法によるトラブルや消費生活についての相談・苦情を
お聞きして、解決のためのお手伝いをします。困ったときは、
お気軽にご相談を！

q(66)２０１６
相談受付　月～金（年末年始・祝日を除く）

午前８時30分～午後５時15分

●消費生活相談は
市役所生活課内

条例のあらまし

悪
質
商
法
を
許
し
ま
せ
ん

調
査
・
勧
告
・
公
表
を

行
い
ま
す

相
談
や
苦
情
に
対
応
、

訴
訟
援
助
も
行
い
ま
す

商
品
の
安
全
を
確
保
し
ま
す

ご希望のかたに条例を解説した
パンフレットをさしあげています。お問い合わせは
生活課q(66)２０７４

■３■広報あきた４月24日号


